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２２  中中小小企企業業退退職職金金共共済済制制度度 

この制度は、中小企業において単独では退職金制度を持つことが困難で

ある実情を考慮し、国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職

金共済法」に基づき設けられた制度です。制度の運営は、同法に基づき設立さ

れた、独立行政法人勤労者退職金共済機構（機構）中小企業退職金共済事業

本部（中退共本部）が行っています。 

■■加加入入ででききるる企企業業  

業 種 常用従業員数 

又は 

資本金・出資金 

一 般 業 種 ３００人以下 ３億円以下 

卸 売 業 １００人以下 １億円以下 

サービス業 １００人以下 ５千万円以下 

小 売 業 ５０人以下 ５千万円以下 

■■加加入入のの手手続続  

  事業主が雇用する従業員を対象に、中退共本部と「退職金共済契約」

を結びます。加入の手続きは事業主が行います。 

加入申込みは、企業が所定の新規申込書を金融機関又は委託事業主団

体（商工会・商工会議所など）の窓口に提出します。なお、既に加入している

企業が新たに従業員を採用した場合などは、追加加入の手続をしてくださ

い。 

パートタイム労働者が加入する場合は、パートタイム労働者であることの証

明書（「労働条件通知書（雇入通知書）」又は「労働契約書」のいずれかの写

し）を添えてください。 

また、同居の親族のみを雇用する事業に雇用される者であっても、使用従属

関係が認められる者については、従業員として取り扱うことができます。 

■■毎毎月月のの掛掛金金  

事業主は、企業規模や事業内容、従業員の年齢、仕事の経験度等に応じ、 

５,０００円から３０,０００円までの１６種類から掛金月額を選択できます。 

掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはできません。 

新しく中退共制度に加入する事業主に対しては、掛金の１／２（従業

員ごとに上限５,０００円）を加入後４か月目から１年間、国が助成します。 

パートタイム労働者には、一般の従業員の掛金より安い掛金も用意されて

おり、国の助成もあります。 
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また、１８,０００円以下の掛金月額を増額変更する事業主に対しては、増額

分の１／３を、増額する月から１年間、国が助成します。 

■■通通算算制制度度  

この制度に新規に加入する際は、すでに１年以上勤務している従業員につ

いて、１０年を限度として加入前の勤務期間を通算することができます。 

■■退退職職金金のの支支払払  

事業主は、退職した従業員に「退職金共済手帳（請求書）」を渡し、中退共

本部へ「退職届」を提出します。退職者が請求手続き（「請求書」を中退共本

部へ送付）をすることで、退職者の預金口座へ振り込まれます。 

退職金は「一時金払い（一括払い）」で支払われます。なお、退職日に６０

歳以上で一定の要件を満たせば、５年間又は１０年間で支払う「全額分割払

い」「一部分割払い（併用払い）」を選択することもできます。 

加入後の掛金納付が１年未満の場合は、退職金が支給されません。 

※中退共から支払われる退職金額は、掛金月額と納付月数に応じて定められて

おり、退職の理由が事業主都合か自己都合かで変わることはありません。 

★★★★問問いい合合わわせせ先先★★★★  

中中小小企企業業退退職職金金共共済済事事業業本本部部（TEL ０３-６９０７-１２３４） 

 

３３  福福岡岡県県中中小小企企業業従従業業員員生生活活資資金金等等融融資資制制度度  

中小企業従業員の方を対象とした融資制度で、県内の九州労働金庫を取

扱金融機関として運営しています。 

■■ささわわややかかロローーンン  

名 称 中小企業従業員生活資金等融資 

融資対象者 
①県内同一住所に１年以上居住し、かつ県内の同一中小企

業に１年以上勤務している方  
②保証機関の保証が得られる方  

資金の使途 
生計費、医療費、教育費、冠婚葬祭費、住宅費、物品購入
費、借金返済費等 

融 資 金 額 １０万円以上３００万円以内 

融 資 金 利 年３．２％（保証料を含む） 

返 済 期 間 １０年（１２０か月）以内 
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